平成１９年８月１日

　各　　位

三 菱 樹 脂 株 式 会 社

独占禁止法違反を中心としたコンプライアンス違反の事実の存否
に関する徹底調査等を目的とする「第三者調査委員会」の設置について

　当社は、コンプライアンス経営を企業活動における最重要課題と位置づけ、その充実に努めてまいりましたが、本年６月２９日、ガス用ポリエチレン管及び継手のガス事業者向け販売価格の引き上げに関し独占禁止法違反があったとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、更に、７月１０日、塩化ビニル管及び継手等に係る独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による強制調査を受けました。

当社としては、今回の相次ぐ独占禁止法違反による命令並びに同法違反の疑いによる強制調査によって失われた社会からの信頼は、きわめて甚大であると考えており、今後二度とこのようなことのないよう、独占禁止法違反を中心としたコンプライアンス違反の事実の存否に関する徹底調査と抜本的な再発防止策をはかるため、下記のとおり「第三者調査委員会」を設置しましたので、お知らせいたします。
記

１．「第三者調査委員会」の設置
(1) 設置の趣旨

　　　当社は、コンプライアンス憲章において遵法精神を基本原則とし、従来から、独占禁止法の遵守徹底のため、「独占禁止法遵守に関する基本方針」に基づき、「独占禁止法遵守マニュアル」・「独占禁止法遵守チェックリスト」等を作成、全社員への周知徹底を行うとともに、法遵守研修を実施するなど遵守体制を整備してまいりましたが、昨年、ガス用ポリエチレン管及び継手の価格引き上げに関し、公正取引委員会の立入検査を受け、担当者の行為が独占禁止法違反に問われました。
本件関係者については、職務上の義務違反等により役職解任、減給を含む処分を行い、取締役全員について報酬の一部を返上することとし、また、独占禁止法遵守の再徹底をはかるため、同種又は類似の違反事例の有無について全営業担当者へのヒヤリングを実施、業界団体の地区会への営業担当者参加の全面禁止、営業担当者の同業者との同席・コンタクトの書面による事前許可・事後報告制度を設けるなどの諸施策を推進しておりました。
　　　しかしながら、今般、塩化ビニル管及び継手等に係る独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による強制調査を受けるという事態に至り、抜本的な再発防止策を推進するには、もはや社内だけではなく、社外からの視点を入れたコンプライアンス違反の事実の存否に関する徹底調査とその結果に基づく再発防止策をはかることが不可欠と判断したものであります。
(2) 委員会の目的

独立の立場で、当社における独占禁止法違反を中心としたコンプライアンス違反の事実の存否に関する徹底調査と調査結果に基づく再発防止策の提言
(3) 設置日
平成１９年８月１日

(4) 委員構成

委員長　　鈴木　祐一　（弁護士、元検事）

委員　　　高部　道彦　（弁護士、元検事）

委員　　　岩下　圭一　（弁護士）

委員　　　栗原　正晴　（弁護士）

委員　　　渡部　夕雨子（弁護士）

委員　　　馬場　　敦　（㈱三菱ケミカルホールディングス取締役兼常務執行役員、
コンプライアンス推進統括執行役員）

委員　　　平盛　秀正　（当社取締役兼専務執行役員、コンプライアンス推進統括
執行役員）

(5) 調査内容及び方法
当社の全部門における独占禁止法違反を中心としたコンプライアンス違反の事実の存否につき、「第三者調査委員会」の下に「調査小委員会」を設置して調査を実施します。
「調査小委員会」は、「第三者調査委員会」委員のうち、鈴木委員長、高部委員、岩下委員、栗原委員及び渡部委員に５名の弁護士を加え、合計１０名の弁護士で構成します。
(6) 今後のスケジュール

　　　 「第三者調査委員会」は、毎月１回定例開催し、調査の進捗状況、問題案件の報告等を行うとともに、調査結果及び再発防止策の提言がまとまり次第、当社に対し調査報告書を提出する予定となっております。

２．その他の再発防止策

　(1) コンプライアンス推進委員会に外部委員（弁護士）の招聘、再発防止策の推進
(2) 事業組織変更及び営業担当者の定期的人事異動策の推進

以上

本件に関する問合せ先

三菱樹脂株式会社　総務人事部広報室

ＴＥＬ：03 – 3283 - 4006

